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恒常在高法の批判的考察(1)

中居文治

日次

まえカマき

I 圃定資産間性格の主張一一I宣常在司法の論抱(1)

E 中和化の論理と同価格水準対応 恒常存高性の諭蜘(2) (以上木号)

E 価格騰貴利益排除の手段 恒常在高法の意図 (以下次号〕

町 価格騰貴利益排除の是非一一恒常在商法の恵図の吟味

むすびにかえて

ま え が き

本稿において価格騰貴に対処する会長十占法考察の一環とし"またいわゆる資本維持
(住 1) 

論争検討のー準備段階としてとりあげる恒常在高法は，価格変動の影響を直接的にうけ

る棚卸資産の会計に関ずるもので，実質的には価格騰貴利益排除のための会計れ、わゆ

る実体資本維持会計〕の範聴に属するが，ドイツにおいて形式的にはいちおう伝統的計

算(これは以下，名目資本維持の立場にたち原価主義ないしは低価主義評価をとるもの

を意味する〕の枠内のものと考えられ，そして一部では実践されたことのあるものであ

る。元来，ドイツにおいては，価格騰貴に対処する棚卸資産評価方法は，もっぱら恒常

在高法が問題とされてきた。これに類するもう 1つの重要な棚卸資産評価方法として後

入先出法があるが，これはドイツにおいては最近にいたるまでほとんどかえりみられな
〈注引

かった。巨常在高法は，アメリヌJでは1930午代の後入先出法の出現以前に問題となり，

税法卜前者が否認されなければ後者は界島に出現Lなかったであろう !c戸支いわれてい

るほどで，歴史的には，前者は後者の先行形態たる意義をもつものである。(本稿では，

ドイツ以外についての恒常在高法の論議には触れないことを，ここでことわっておく。〕

恒常在高法とは，いちおう形式的にいえば，棚劃J資庄について経営の遂行に必要な一

定量(これ巷恒常在高田sernerBestandという〉を定め p この部分は価格変動を考

慮することなし貸借対照表に常に一定の固定価額をもって計上する方法である。その

結果，棚卸資産費用の計上は，恒常在高についてはおこなわれないで，当期の入庫分に

よっておこなわれることになる【ただし，期首在高が恒常在高を超える場合，すなわち

超過在高がある場合は，まずそれが費用化される〉。恒常在高には手をつけないで， た

とえば第 1回の販売には第 1回の入庫分が，第 2回の版売には第 2回の入車分がそれぞ
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れ売上原価とされて，恒常在高はそのまま次期に繰越されていくのである。この場合，

当期入車量〔超過在高をもふくむ〉の払出には，一般に先入先出法または平均法が惣定

されている。また期末数量が期首数量に満たない場合には，恒常在高が一部払出され，

すなわち食込まれるわけであるが，この食込分は不足在高とよばれ，その費用計上Ii:. 

恒常在高に附されている固定価額でなく，時価でおこなうべきものとされている。(こ

の思考は，後入先出法の変形である次入先出法の思考に通じる。〉しかし， この点は，

たんなる主張としてはともかく，伝統的計算の枠内の論理とは考えられないものであれ

恒常在高法が実際に適用される場合にも，法律とくに税法では承認されなかった。

恒常在高法は，以上のような仕方で棚卸資産費用を時価へ接近させる試みであり，そ

の計算構造上，いわゆる価格聴貴利益を損益計算から排除するものである。このf~h格騰

貴利益とは，資産の購入製造価格よりも時価(再調達価格〉が高いとき，両者の差額

としてとらえうるもので，資産目体の価格上昇によっても貨幣価値下落によっても発生

する。(この価格騰貴利益を収益として認識するのは，通常は，実現主義にしたがうゆ

えに資産を費用化する時点であわ評価益として未実現の段階で認識することは一般に

おこなわれない。以卜で問題とする価格騰貴利益の排除とは，たんに評価益を言l上しな

いということでなく，実現した価格騰貴利益をも損益計算から排除すること壱意味す

る。〉 それゆえ，恒常在高法は，こうした 2要因による価格騰貴利益一般を排除するも

のといってよい。(もっとも実際には，このことは完全にはおこないうるものでない。〕

現実には，恒常在高法は，ドイツにおいて，第一次世界大戦後のはげしいインフレー

シ z ン期に置場し，貨幣価値下落による仮空利益(価格騰貴利益〉壱排除する方法とし

てもてはやされたとし、う歴史的事実のために， (もちろんその場合にも実際上は価格騰

貴利益一般を全体として排除することがめざされたが〕しばしば，あたかもこれがイン

プレー γ ョン会計(貨幣価値変動会計〉の一面を構成するかのようにとらえられるけれ

ども，この点については，貨幣価値の下落に対処する方法としては，それは貨幣価値変

動会計の代替的手段しかも不十分な代替的手段にすぎないものとみιれることを指摘す

るにとどめ，本稿では，この方法をもっぱら資産価格の騰貴に対処するものとして考察

する。論者たちの意図あるいは現実的意義は別として， 従来，恒常在高法をふくめ

価格騰貴に対処する会計方法は，概して，前述の 2要因による価格騰貴利益を，いずれ

も「仮空利益」あるし、は「インアレ利益」とし， しかもこのような異質的な各要因によ

って区別することなく全体として排除Lょうとしてきたが一一恒常在高法は，計算悼系

としては貨幣価値安定下での資産価格騰貴利益の排除を問題としてし、るものだからであ

る。(なお，価格下落損失も，形式的には恒常在高法によって排除されるはずであるが，



恒常在I，::i法の批学的考察 (1) (333) 51 

それは実際には，まえもっておこなう資産の過小評価あるいは価格下落時におけるでの

評価減によって同避されるので，メド稿でi;t恒常在高法令何倍変動損証一般を排除するみ

伐とじてでなく，もっぱら価格騰貴利誌を排除する方法として考察するJ

なお恒常在高に附する圃定価額U~てiÌ，一般に，将来，当該資産の時価がこの固定

価額以下になら四ほど低いものであることが要請されてし、る。しかし，これは，このよ

うな回定価割以 Fに時価が低落したさいに，商法のとる原価または時価い Fれかイ品、方

を最高限とする資産評価原則にほ触することを避けるためであり(ただし，この点につ

いては，恒常在高設定時から過小評価しておかねばならない根拠はない法に抵触する

ときにはじめて評価減をしてもよいと批判できる)，また恒常在高法提唱以前からの会

計実務であ石任意の評価減寺会計学と是認したことによるものであって，理論的に考え

ら札るものでなくもっぽら政策的なものとみられるものであることを指摘するにとどめ

たい。 c現実には，この点は重要な意味本、もつものであるが門〕

本摘では，以上にのべたような主旨のもとに，固定価額評価のうちにみられる恒常在

高法一一ことにその計算構造 の論瑚号検討して，その意義壱あきらかにすることを

目的とする。

恒常在商法の計算技櫛的側面については J 従来，多〈の論攻と批判がおとなわれてきたので木稿

ではふれない。なお恒常在商法の現実的立義については 別稿「恒常在再出の現実fl;J意義」 と

くにドイツ税法にたいする承認要求壱めぐって を予定している。

(注 1) 恒常在商法ほ，基礎在尚弘正常在高法，臣定在同法ともよばれる。わが阿の場合，

企業会計原則では某準棚卸法とよんでみとめているが，税法ではみとめていなし、。アメリ

カでは， 20世相はじめより実践された刊はあるが， 1930午以降，税法では否認されている。

ドイツでは. 1949-1954年の間!税法でみとめられた。現在， ドイツ税法では 部特定資

産についてみとめているが損益計算上の意義はないといってよい。

〈注 2) 般にドイツ語!こは，後入先fl:l法にあたる語はなく，英語そ借用して LIFO-Verfah

"nとし、っている。 BestandsjungsteAnschaffungspreise (P. Jenni， Mate'Yial'Yerh-

刑 lng. 1962宮 s.87)などとよばれるのはi きわめて冊外的である。

I 固定資産的性格の主張一一恒常在商法の論拠(1)

恒常在高法の思考は，まず棚卸資産を経営に拘束されている部分(恒常在高)とそう

でなく流動的な部分(超過在高〕との 2つの部分からなるものと考える所から出発して

いる。そしてこの場合問題となる前者については，だいたい次のように考えられている。

企業が正常に経営を継続してし、くためには，常に棚卸資産の一定最小量を保有してし、

なければ立らなし、。とれな llcはE常な経営(企業の経済的任務遂行に上る利益獲得1
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は停止するので，これは事実上売却しえない資産である。(もしこの最小量に不足が生

ずれば， その部分はただちに填補されなければならない。〕その構成分子は実際ιは絶

えず更新されるが，経営規模が不変である限り，ぞれは原則として期首・期末ともに同

量であれ全体としては経営に完全に拘束されているものである。すなわちそれはー有

機体であってヲその細胞は常に更新されzが，全体としては消耗することなく継続して

有在してし、くのである。それゆえまたこのような棚卸資産〈恒常在高〕は経営手段であ

って，回定資産と同様の性格をもコ。そしてそれは，通常，減価しない上地に類比され

る。またその評価は，岡定資産の場合Jと同様におこなわれるのすなわち，それは，最初

に附した価額を毎期の貸借対照表に継続レて計上するのであって，いわゆる固定価額評

価にほかならない，と。

すなわちこれらのことが，恒常在高法 棚卸資産に固定価額評価をおこなう方世i

の論理(根拠〉をなしているとみることができる九 しかも論者たちが恒常在高訣

の本質としているのはこうしたことからであって，一般にはこれ以上に論理は進められ

ていない。またこのような論理をドイツで最初に提唱したのは、ンュマ レンパヴハ"で

あるが，その後においても彼の見解が通説として認められているといってよい。(ただ

し，後述する 4うに，若干の兵論は存在する。〕

しかし，前述のような恒常在高であろうと，もともと棚ielJ資産であるものを固定資産

的性格をもっとしてそれに回定資産的評価をおこなb、，さらに固定資産的評価とは固定

価額評価を意味するというのは，そのまま承認しうるものであろうか。

元来，恒常在高といっても，それはまぎれもない棚卸資産であり，したがってこれを

固定資産とみる三とはあきらか「事実に反する樋制である。た Jてえばドイツ税法では，

次のような見解がとられている。 r流動資産，とくに商品の本質は販売によって利益を

もたらすことにある。 補充された資産は経済的にみれば売却された資産のかわりに

出現するものではなし売却された資産とは無関係にのちほど刺益をもたらすへき新資

1) E Schmalenbach， ，. Grundlage'n dynamischer Bllanzlehre ぺ ZfhF，]g. 13. 1919， 
S. 90 ff. ; Dcnclbe， Dy錨 amischeBi!an::， 7. Aufl.， 1939. S. 201仔 F."Findp.isen. Dcr 

eiserne Bes加，d 叩 betriebsω ~rts;;hafllicher und steueγhcher Beziehung unter besonderer 

Beyuckshhμgunr; des GeJdenlwer!uwg語geselzcsvom 20. M泊rz1923; 1923， 5. 32宜 ;0

Bertrams， "Der eiselne Bestand in der Bi1anz "，勾hF，Jg. .17， 1923， S. 447鉦 E
Kosiol， "Be、vertung"， Ha仰 dworferbuchder Bdr~ells初日t<h竺f( 2_ Anfl.， Bd. 1， 19::18. 
s. 991 

2) 彼の，.Dynamishe Bilanz' については. 1919年の初版， 1925年の 3版， 1926年の 4阪，
1931年の 5版. 1939年の 7版， 1953~三の11版を参照したが，恒常在高法の論理4ごついては変る
ところがない。 3肱以降j 恒常在商概念との明瞭な区別なしに革入された拘束在再 (gebun

dene Vorr砧，)の概念は』 計草技術面で恒常在高法と若干の相違をきたすにすぎずj その論
理は前者と同じと考えられるので は下において特口区別しては論じない白
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産である。 この原則は超過在高に対してのみならず 正常在高にもあてはまる。

したがって棚卸資産を 恒常在高という概念に包括することは税法上不可能であ

る。J(Gutachten des Obersten Finanzfier+clftshofs vom 3.6.1949.)3)またリヒターに

よれば， r土地は実際に休息しているが，棚卸資産はたえずその実体を変えている

その際生ずる漸次的価値変動を，ただこの資産を〈りかえし調達しなければならぬから

といって，損益に考慮しなドことは資本計算り要求に矛盾する九Jこれらの見解は恒常

在高の固定資産的生格つけさらには会計処理上，恒常在高概念ぞのものを明瞭忙否定し

たものであるが，このような見解こそここではかえりみられなければならないであろう。

もともと恒常在高には実体向 性 (Substanzidenti闘のがない。すなわち恒常在高

といっても，その実体は恒常在高設定時のそれと同ーではなくたえず更新されている。

しかし，このことは論者たちも認めるところであれその上でなお，彼らは恒常在高に

対して，物量同ーイ主の思考 (Mengenidentitat 恒常在高設定時の資産を種類品質など

同 のものととりかえても両者を同一物とみなす既述の削胞的更新の思考〕をもって固定資産的

性格を与えているのである。ところで，もし棚卸資産たる恒常在高に物量同一性壱認め

るなら固定資産にも同様にこのことを認白むな吋ればならないであろう。その場合には，

固定資産についても同一種類のものをもってとりかえ「ときには，旧資産と新資産との

実体の異なることによる評価の断絶は認められず，新資産にも旧資産価額壱継続して附

さねばならぬことになろう。すなわち取替法が認められねばならぬであろう。しかし通

常，取替法は原則として否定されてし唱。(閤定資産についての費用計上は減価償却法

によるのが原則である。〕固定資産には実体同一性のみが認められているのであコて，

固定資産の固定価額評価はなされなL、へしたがって恒常在高に国定資産的性格を与え

ると，ここに矛盾が生ずる。恒常在高に医定資産的性格を与えるについて，それをとく

に土地に類比するのは，この恒常在高壱減価償却資産と同一視することの困難を意識的

に避けたものともみられるが，それを土地に類比したからといって前述の矛盾がなくな

るわけでないの

以上によれ恒常在高に固定資産的性梓を与えても，これだけではそれを固定価額評

価することの論拠づけにならないことがわかる。なお，このことを認識してか，固定資

産そのものが固定価額評価されねばならないとし，その上で恒常在高に固定資産的性格

を与えるという，考え方としてはいわば首尾 賀してし、るとみられる論理を展開する論

3) K. Barth， Die Bewertung mu eisernen Bestanden， 1951， S. 92 
4) H. Richter， "Das Problem der Erfol，gsspaltung "， ξfhF， Jg. 22. 1928， 55. 217-8 
5) Eb醐 da，S. 218; A. Hoffmann， De1' Ge協同n der kaujma脚色schenUnte州 ehmung，

1929. s. 103; H. Eckardt. Die Subs師冗ZM'halt切符g'旬 dustγieUer8etyiebe， 1963. S. 71 
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者のも例外的には存する。(このような論理も容易に考えられるようにう付いれうるも

のではない。)

しかし一般には，恒常在高論者は固定資産について決Lて取替法を主張するものでな

い。彼らは減価償却を否定してはいないのであって，とのことは国定資産が固定価額て

詐価されないことを意味する。それゆえ，彼ちが，恒常在高にたいし単に固定資産的性

格を与えるだ付で，それを固定価額評価する論拠とすることは，とうてい理解-^きない

のである。

この場合彼らは，固定資産は取替までは評価替されるべきでないとされていることに

着目し，その点でのみ恒常在高を固定資産に類比して，その評価替を避けようとしたに

すぎないとみることができょう。彼らは，固定資産が取替までは物財的に変化すること

なく継続的に存在する点，および評価替される e之きでないとされている点だけに固定資

産の特質をみいだし，このこ kから恒背在高に固定資産的性格を与えたのである。そし

て彼らは，それが価値的には不変でなく減価償却をうける点，および取替がなされた場

合には固定資産自体， ~Uの価額で評価される点は無視してしまっ'.'¥、る。これは，単に

固定資産の企業滞留期間が長い」とから短期的にはその評価があたかも固定価額による

かのようにみるもので，きわめて一面的な見万であわ理論正 Lては止号てい成立しえ

ないものといわなければならなしべ注〉。

〈注〕別になおj わが闘ではz 渡辺進教授が恒常有高を固定価額評価する根拠として!イギリスの

桓会計制度lこお吋る資木的資産(国定資産〉の概念をあげられるηがj ドイツではこのような

解釈はまヲメこく立されない。このような解釈については 複会計制度に棚卸資産における恒常

在高の思考刊Fしないこと，またかりにこのような桝釈を認めるとしても j 複会計制度におけ

る会計処理は，収益掛用対応の不正確な点 実体同→生欠如の点からみて妥当なも Pとは考え

られなし、から それが恒常在商法を肯定する根拠となりえないことを指摘するにとどめる。

もちろん在伴管理!ならびに経営政策上，たえず一定の在庫量を保有することはたしか

に必要であり的， そのためにそれに資本が長期的に固定されることは事実であるが， し

かしこのことと会計処理上，損益計算のために相1卸資産の一部を固定資産と同様に放し、

しかもそれを回定価額で評価すべきであるということとはまったく ~Uであフて，両者を

単純に結びつ吋ることはできない。

以上にみたように，恒常在高法を棚卸資産たる恒常在高に固定資産的性格を与えるこ

とによって論拠づけることはもともと期しがたいことである。少なくとも理論的には，

6) Findeisen， a. a. 0.， 55. 71-72 

7) 波辺進『棚卸資産全計J昭和33年， 179頁。
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恒常企高概念合否定 FるのことがE当であろう。 しかし論者たちははじめから恒常在高

の流動資産たる性質そ十分承知の上で，それに固定資産的性格を与えているのである。

否，そこでは恒常在高が周定資産的性格をもつかどうかに重点がおかれているのでなし

それに与えられている固定資産的性格は，たとえ承認しがたいものとはし、ぇ，恒常在高

壱固定価額評価するための単なる橋わたしとしての説明にすぎないとみられる。しかし

それにしても恒常在高法の重点は固定価額評価そのものにあ呂ゆ支，単にそれに与えら

れている固定資産的性格という点から，恒常在高法には論拠なしとしてこれを簡単に否

定しさるのは，この方法の吟味としては，なおきわめて一面的で不十分といわねばなら

ない。

以上，恒常在高に関して問題とされてνる固定資産的性格という点からは，恒常在高

の固定価額評価は問題となりえず.その橋わたしには大きな飛躍があれひいて恒常在

高法自体成立しえないことをあきらかにしたが，こうした点からのその破綻については，

以上にのベた程度にとどめ，次にヲ論者たちが恒常在高法によって意図する固定価額評

価の思考 「中和化」の思考を考察する。

E 中和化の論理と同一価格水準対応一一恒常在高法の論拠 (2) 

恒常在高法の計算構造上の本質は「中和化J(Neutralisierung) とよばれるものに求

められる。この中和化の思考は，シュ守ーレンパッハ，ゲノレトマザハーにすでにあるが，

この言某を最初に用いたのはおそら〈マ ル~')レク川と思われる。またこの中和イヒの概

念は，ケツレトマッハーのいう「中性的財貨の流れ (neutrale Guterstromung) J川

これは経営に流入した財貨のうちでまったく費用となあことなししたがって損益計算

には関係なしにそのまま流出する財貨の流れをいい，営業用土地，金銭項目などがこれ

にあたるーーにおける中性概念を積極的に荘潤したもの叫といえよう。この場合，中和

化とは「損益計算にまったく関係のない中性項目 j そ短期の貸借対照表計算から除去す

ることを目的とするものであゥて，そのため資産価値が現実にし、かに変動してもこれ壱

8) たとえばユック日ッシュは このような観点から恒常在高を論じており，恒常在高による損
、 益計算についVえはなんら触れること壱しなし、 H. NICklisch， Du B(J tr~8b.swi 1' t$chaft. 7 

Aut1." 1932. 55. 332-335， 452-453 
9) W 氏leger，E'旬ザuhrungin rlie Pru叫wirt5Ghaftslehre，1928， S. 275; A. Isaac， Bμa 

""協， 1!J.30， S. 88; Derselbe， Bilanze明 undBil耐 tz/heorien，1953. S. 65 
10) W. Mahlberg， Der TageswfJ吋同 d，γ llilanz，1925， S. 1慣の Bilanzlechn品蜘d

B，ωertung bei schω伽 h開 derWahru吋， 2.Aufl.， 1922， 3. 'Auft.， 1923にはまだ Neutr-

alislerungの請はなし、。
11) A. Geldmacher， Wirtschaftsunyuhe叩 dBt1anz， 1923， S. 19 しかし，彼自身はこの概

念を中京河巴恒市住商法の思考にまで展開することはしていなし、。
12) 岩田巌「幸11潤計賀原理」昭和31年.255頁。
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無視Lて.資産を短期一定の固定価額で継続的に計とすることを意味する。したがって，

これによって価格変動の影響を損益計算から除去するととができる。マーノレベノレクによ

れば i貸借対照表での経営価値の中和icとは，貸借対照表項目をいわば低置殺菌する

(pasteuriSleren) C固定する〕こと， したがって価格の変動する現実から絶縁させよう

とする己と」叫であれ これは|価値計算でも数量計算でもなく，当該項目を計算から

排除すること」叫にほかならなL、。(巾和化の本来の意味は，このように iC貸借対照表〉

計算からの項目の排除Jであるが，その結果としておこなわれる価格騰貴利誌の損益計

算からの排除もしばしば中和化とよばれる配。 己うなるとそれには費用時価計算一般が

ふくまれるわけであるが，効果は同一でも発想法が異なるゆえ，本稿では，それは除外

Lて考察する。〕

中和化の概念は，動態論に特有の貸借対照表概念である刷。静態論では， 少なくとも

1つには正味資産の絶対額の決定が貸借対照表の任務であり，資産負債はもれなく記載

されねばならず，一部の項目の計算からの排除とそれによる価格変動からの絶縁，すな

わち中和イじなどはおこないえな L、。ーノ廿，動態論の主眼は，利益の算定すなわち期首期

末の主味資産の差額の決定にある。ととでは，正味資産の変動，その相対的な大きさが

問題なのである的。 計算の絶対的正確性よりもその比較性を重視することからして，，)

期首期末の資産在高から同額のものをはじめから差ヲ仏、ておいても，正味資産の変動は，

差ヲ|かない場合と変わりない。ここに動態論では中和化概念の生ずるゆえんがある。

(以上の勤態論の思考方法には問題があるが，ここでは中和化概念の前提としてそのま

まとらえておく。〕

中和化概念:をこのようにみるとき，それと恒常在高法との関係はおのずから明きらか

であろう。恒常在高を固定価額で毎期継続して評価することは，まさに一定部分の棚卸

資産についての中和化にほかならない叫。恒常在高に与えられる前述の固定資産削生格

も，中和化の「論理づけjのためにもちだ走れているものともいえよう。

恒常在高法の重点が，中和化にあるとみれば，それには恒常在高の数量 評価額の決

定困難や怒意性介入の余地など技術的な不備・難点があるにもかかわらず，この方法が

容易に破棄され

13) Mahlberg， a. a. 0.， S. 1 
14) Eoe1'， 如， s. 52 
15) Vgl. Barth， a. a. 0.， s. 1; Schmalenbach， 4. a. 0.， 11. Aufl.， 1953， S. 183 
16) 岩田】副J掲書， 254， 275-280頁。
17) Geldmacher， 4. a. 0.， S. 22; Mahlberg， 4. 4. 0.， s. 25 
18) Schmalenbach， a. a. 0.， 7. Aufl.， 1939， 5. 106 ff 
19) Mahlberg， a. 4. 0.， 58. 5， 19， 11 
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の大小は，同量が同一価額で評価されるかぎり. (中和化の〕原則にとってどうでもよ

ら、」川のである。 シュマ レyパッノ、も，中華阿じの語こそ用いなかったが， すでに以前

から，恒常在高に「固定価額を附そうとするさい，どんな価額壱とるかはあまり重要で

ない」といっている問。 このことは恒常在高法が中手口化によるものであること壱彼が認

識していることを示すものといえるであろう叫。要するに，恒常在高法では貸借対照表

上の価額は問題でないのである。かく L て，恒常在高法で棚卸資産に「固定資産的性格」

が与えられるのは，このこト向体に意味があるのでなし固定価額評価による中軍刷七の

ための伏線にすぎないことが理解できる。まさに「土地と恒常在高 (betriebsnotwen-

dige Vorr託te) との形式的な相違は，貸借対照表価額に関してほ実際的意義をもたな

し、」刈のである。

恒常在高法仁おいては，項目が貸借対照表から全面的に排除されないで，固定価額評

価の段階で中和化がおこなわれるにとどまっている。損益計算から価格変動の影響を排

除するという効果を得るためには，項目の貸借対照表計算からの絶縁だけで十分であれ

その評価はゼロ〔項目の全面的排除〕でも固定価額でも変るところはない。したがって，

全面的排除壱すべきという必然性も，すベきでないという必然性も中和化論理からはで

てとなし、。恒常在高法では，恒常在高についての固定資産的性格による「理由づけJに

よれその全面的排除は意図されなかったとみてよい。なおその全面的排除壱なしえぬ

理由として，貸借対照表の損益計算補助手段，すなわち期間損益計算をつな f連結帯と

して貸借対照表の機能およびー致の原則をあげる論者叫があるがろ囲定価額許価 ゼロ

評価のいずれ kよっても，貸借対照表の連結待機能としての関係は同ーであししたが

ってこの両者号区別する必要はもともと存在しないはずである。ただ貸借対照表の連結

帯機能をあまり厳格に解し，項目の「増減」の正確な記録計上のために，項目の絶対額

の表示を要求するとすれば，中和化概念そ0ものが成立しなくなることは留意を要する。

〈この点ばまた動態論の再検討にもつながるが，とこではこのことを指摘しておくにと

どめる。〕

それでは，このような恒常在高法における中和化の概意は承認できるものであろうか。

元来，恒常在高は損益計算にまった〈関係のない中性項目とはいいえなし、。棚卸資産の

20) Ebenda， S. 22 

21) Schmalenbach， a. a. 0.， 1. Aufl.， 1919， S. 90 
22) Schmalenbachが中和化の語を用いるのは.Dynamische Bilanzの4版， S. 209が最初

である。 3阪ではまだ用いていなし、。
23) Mahlberg， a. a. 0.， S. 19 

24) 岩田1 前蝿書. 262買。 ドイツでは，恒常在高法を中和化の論理よりはっきりとらえること
すらきわめてまれで (Mahl'berg，Rich terなどのみ)，通常は， 固定資産自向性格の主彊以上
の考察はなされていなし、
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期末在高は，当期の損益計算に関係がないという意味では中性項目であろうが，次期に

は，そのまま保有されるという例外を除けぽ，損益計算に関係をもっ項目となる。した

がフて棚卸資産には長期的に損益計算に関係しない中性項目を考えることはできない。

また，中和化一一中性的財貨の流れの概志の積極的転化一ーは「損益計算に関係のない

中性項目」を貸借対照表計算から除くわけであるが，真に損益計算に関係のない項目な

ら，除去するしないにかかわらず，損益算定になんら影響を与えないはずであ'o。わざ

わさf除去しようとするところをみれば""の意図する価格変動の影響除去という点から

して，中性項目は損益計算に関係ある項目を含むといわざるをえなし、。 ζ の論理は，本

来の中性項目のほかに価格変動利益を計上した tない項目壱もふくめて中性項目とよん

ているのであり (しかも重点は後者におかれる入中性項目だから価格変動から絶縁す

るというのは，同義反復1，'すぎなL、。中和化するごとを欲する項目を，中和化するとい

うにすぎな¥'0 中和化論理が棚卸資産(恒常在高)にのみ適用され，本来の中性項目

〔金銭項目など〉には適用されないことしこのことを裏づけるものである。(中和化

論理の棚卸資産以外への適胤の拡大は，わずかにフィントアイゼンによっ亡言及され亡

いる Betriebsfondsの概念日〉にみられるにすぎない0)

しかし.恒常在高法については，当の恒常在高が上述のように中性項目とされてし、る

という点についての批判をもってしてもなお不十分である。論者たちの場合，恒常在高

が中性項目であるとさ札ているのは，さらに進んでみると，このことに重点がおかれて

いるというよりは，その効果としての同一価格水準による収益費用の対応(以下，同一

価格水準対応という).したがって費用時価計算への接近ということが重視されている

とみることができる。マ ノレベルクによれば.rここに〔司一価格水準対応という点に〕

中和化の要点がある。年次計算への価倍変動の作用を正確に認識するために中和化をお

こなうのだか ιであ志叫。」また 「貸借対照表価額の中和化によって損益計算書におけ

る〔費用〕時価計算を試みるべきであるペ」 とも 「中荊同じは原則上，単に損益計算書

からすべての歴史的数値を排除するj聞ことであるともいわれる。恒常在高法では， 固

定価額評価・中和化によって期首期末在高の価格変動の影響が損益計算から排除される

結果，当期の損益計算では収益費用が同一価格水準で対応させられることにな5。ただ

し，このことは費用の時価評価によってでなく，伝統的計算(名目計算〕の枠内でおこ

25) Findeisen， a. a. 0.， 58. 84-86 
26) Mahlberg， a. a. 0.， S. 21 
27) Ebenda， S. 1 

28) Rlchter， a. a. 0.， S. 222 (原文わかちがき〕
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なわれるにすぎないので，完全な周一価格水準対応とはならず，近似的なそれとしてお

こなわれるにとどまる。この場合，期中最初の販売には〈超過在高がらる場合は別とし

て〕期首在高でなく，当期の最初の仕入分が費用として対応させられるように考えられ

ている。(なお後入先出法では，恒常在高法における固定資産的性格のような理由づけ

なしに，同ー価格水準対応、を根拠として中和化が問題とされている。〕

同一価格水準対応と中手刷七との関連怪よりくわしくのべよう。恒常在高法では，費用

評価の反固たる資産詐価は固定価額によるのであって.時価によるのでない。動態論で

は，損益計算ーが主限であり，貸借対照表上の評価の絶対額は軽視される。 I資本額が期

首に50.期末に60であろうと F あるいは45と55であろうと，ただその差額の10さえ正しく

決定されればそれでよし、J叫とまで極論するものもある。このような考え方はあきらかに

問題であるが，ここではただ，伝統的計算にたっ動態論では，時価rよる費用評価・同

一価格水準対応をおこなおうとすれば，資産評価は等閑に附され，すなわち中和化がお

こなわれ古るをえないことを指摘しておこう。伝統的計算では，理論的主張としては，

資産の評価には原価主義，収益の認識には実現主義が一般に認められてL唱。したがっ

て資産lニコいては販売されるまでは利益〈評価益〉の計上は認められないのであり，そ

の結果また資産の何格仕時価争あらわすものとはならなし、。よヮて販売時に資産が費用

化して収益に対応させられるとき，時価で対応しないのは当然のことである。そこで原

価主義〔実現主義)からはずれることなし時価で費用の計上をおこなおうとすれば，

伝統的計算の枠内では，恒常在高法にみるような中和化の方法をとらざるをえな，" し

かしそこでは，価値の流れと物の流れは背離せざるをえない。同一価格水準対応のためi

に中和化の方法号案出したことは，実に巧妙な解決法のようにみえるけれども，このよ

うな処理法はあきらかに妥当性を欠くものである。

なぜなら，実現主義と時価による費用計ととは，本来矛盾するものである。販売時に

収益に対応「ベき費用が時価で計上されねばならないというのは，実現主義を放棄する

ととになるからである。実現三仁義というのは，主として確実性の原則から未実現7利益を

計上しないことにすぎず，評価益を価格の上井に応じて計上してあれば，収益に対する

費用は当然にl時価となる。一方では，未実現利益壱計上すべきでないといって資産には

取得原価主義をとりながら一一この乙とは伝統的汁算の枠内では，同 価格水準対応を

みずから放棄するものである ，他方では，費用の計上づき時価でおこなって，取得原

価と時価との差額を利益でないとして煩益計算から排除するのは，一見してあきらかな

ように矛盾とし、うほかはなし、。原価主義自体の論理にはここでは立入らないが，原価主

29) Geldmacher， a. a. 0.， S. 22 
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義をとる限しそれを資産および費用の評価に一貫させねばならない。原価主義・実現

土義の下で，同 価格水準対応のために中和化をおこなうことは，論理に反するものと

いむなければならない。これに対して，動態論は必らずしも実現主義の貫徹を意図する

ものでないと批判されるかもしれないが， ζ うした考え方は，未実現損失の計上をみと

めるとし、う意味で実現主義から離脱する場合にのみ問題となるもので，いまの場合と関

係なし、。(なお，同一価格水準対応ーの主張自体の検討は，後述の rrv価格騰貴利益排

除の是非jの章でおこなう。〉 f未完〉




